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要旨 

新型コロナウイルス感染症対策が急務とされる現在、人と人が交流することによって行

われてきた地域福祉活動の環境や、その中心を担ってきた社会福祉協議会を取り巻く状況

が大きく変化し、民生委員・児童委員活動やふれあいいきいきサロン、一人暮らし高齢者

等の見守り活動などの衰退など、その影響が懸念される。本研究では、コロナ禍における

社会福祉協議会の課題を整理し、今後の地域福祉活動に求められる要素について検討した。 

コロナ禍における緊急事態宣言下では、地域のつながりや助け合いに基づく「共助」が

一時的に縮小せざるを得ず、行政等による「公助」と世帯単位あるいは個人単位の「自助」

の役割が瞬間的に高まっている。さらにコロナ禍では、災害時同様、福祉の支援対象範囲

が拡大し、新たなニーズが発生している。市町村社会福祉協議会は、①住民の生活に不可

欠な事業の継続や安否確認の体制の確立、②イベント型で行ってきた事業等の必要性の検

証、③感染対策に配慮した集合型事業の可能性と継続性の検証など、「新しい生活様式」に

配慮した「共助」の仕組みを再構築していく必要性が示唆された。 
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I. はじめに 

2020（令和 2）年は、新型コロナウイルス感

染症への対応に追われた 1 年になった。2019

（令和元）年 12月、中華人民共和国湖北省武

漢市で新型コロナウイルス感染症（COVID-19)

の発生が報告されて以来、世界各地で感染が

拡大し、2020（令和 2）年 3月 11日ＷＨＯは

パンデミック（世界的大流行）を宣言した。こ

の新型コロナウイルス感染症は、長期的かつ

広範囲な変化をもたらすことになり、全世界

のほとんどでこれまで経験したことがなかっ

た状況が続いている。我が国の経済活動では、

工場やサービス業でロボットや人工知能（Ａ

Ｉ）に仕事を移行する傾向が強まり、事務職労

働者の在宅勤務も増えている。また、経済活動

の抑制により、失業や減収などによる格差も

広がり、国民の生活における政府の役割も大

きくなるとともに、財政支出や債務がさらに

膨らみ、セーフティーネットの見直しも要請

されている。 

このような中、2020（令和 2）年 1月厚生労

働省厚生科学審議会感染症分科会で新型コロ

ナウイルス感染症による、国民の生命・健康に

重大な影響を与える恐れについて議論され、

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）」

上の措置を適用し、同法第 6 条第 8 項に基づ

く指定感染症（2類感染症相当）として政令に

よる指定が行われている。指定感染症は政令

により、感染症法上の権限の準用が可能であ

り、新型コロナウイルス感染症については、無

症状病原体保有者への適用をはじめとした
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個々の権限について、必要性を踏まえ、政令で

順次準用し、適用されている。 

国の新型コロナウイルス感染症対策本部で

は、「生活不安に対応するための緊急措置1」が

取りまとめられ、予備費を使用した、緊急対応

策第２弾の措置が講じられ、水道料金の支払

い猶予等の対応、社会保険料の納付猶予制度

の周知広報、延滞金の軽減など、景気悪化への

懸念が高まる状況を踏まえた、生活への不安

を抱えた方への支援が行われた。そのうち、社

会福祉協議会が実施する生活福祉資金「個人

向け緊急小口資金等の特例」においては、学校

休業の有無に関わらず、個人事業主等の世帯

については上限額を 10 万円から 20 万円に引

き上げるとともに、当座の生活費に切迫して

いる場合については、対応を迅速化し、基本的

に相談から２日程度で貸付を可能とするなど

の支援が行われている。福祉施設では、東京都

の介護施設で 2020（令和 2）年 2月 24日に初

めて感染者が確認され、同年 3月 26日には千

葉県の障害者支援施設で 121 人が感染するク

ラスターが発生している。 

また、「新型コロナウイルス感染症緊急経済

対策」（令和 2 年 4 月 20 日閣議決定）にお

いては、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕

組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う目

的で「特別定額給付金事業」が行われ、給付対

象者 1 人につき 10 万円が給付された。 

2020（令和 2）年 3月、4 月の感染拡大期に

おいては、新型コロナウイルス感染症に関す

る知見が現時点と比べて十分ではない中で、

国は感染拡大防止と医療提供体制の崩壊を未

然に防止するため、4月には、新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言

を発出し、国民に対し、「最低 7 割、極力 8 

割程度の接触機会の低減」が呼び掛けられた。

これにより感染状況は改善したが、社会経済

活動には、全般にわたり大きな影響が生じた。

1 2020（令和 2）年 3月 18日新型コロナウイルス感染症対策本部 

また、東京オリンピック・パラリンピック競技

大会に関しては、2020（令和 2） 年 3 月 24 日

に新型コロナウイルス感染症の世界的流行を

鑑みて延期が決定されている。 

その後、2020（令和 2）年 4 月 7 日に、新型

コロナウイルス感染症対策本部長は法第 32 

条第 1 項に基づき、緊急事態宣言を行い、 緊

急事態措置を実施すべき期間は2020（令和2）

年 4 月 7 日から 2020（令和 2）年 5 月 6 日 ま

での 29 日間で、対象地域を埼玉県、千葉県、 

東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県

としたが、4 月 16 日、上記７都府県に加え、

北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京

都府が加えられ、それ以外の県においても都

市部からの人の移動等によりクラスターが各

地で発生し、感染が拡大傾向に見られるとし

て、全都道府県が緊急事態措置の対象となっ

た。 

緊急事態措置の実施期間は、2020（令和 2）

年 5 月 4 日、法第 32 条第 3 項に基づき、2020

（令和 2）年 5 月 31 日まで延長された。2020

（令和 2）年 5 月 25 日に改めて感染状況の変

化等について分析・評価が行われ、緊急事態宣

言が解除となっている。 

（図 1）三密について（首相官邸ホームページ） 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kans

ensho/coronavirus.html 

- 120 -



この間も、国は社会全体での感染リスクへ

の対応、感染拡大防止と社会経済活動との両

立を図るため、業種ごとの感染拡大予防ガイ

ドラインを作成し、各事業者にこれを遵守す

るよう呼びかけている。また、国民に対しても、

3密や大声を上げる環境の回避、マスクの着用、

フィジカル・ディスタンスの徹底、手指消毒や

換気の徹底など基本的な感染対策を示してい

る（図 1）。 

さらには、医療現場、教育現場、家庭、モノ

づくりの現場、行政事務、更には都市の在り方

においても、デジタルシフトや強靭性を高め

るなど、「新しい生活様式2」の実践を呼びかけ

ている（図 2）。 

 
（図２）新しい生活様式（厚生労働省ホームペー

ジ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit

e/bunya/0000121431_newlifestyle.html 

 

また、人々が生活するうえで欠かせない業

務として福祉現場などで働く「エッセンシャ

ルワーカー」も大きく注目され、福祉・介護の

重要性が示された。 

2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和 2 年 3 月 28 日（令和 2 年 5 月 4 日変

更） 新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

コロナ禍は、これまでの社会活動の基盤と

捉えられてきた、人と人との緊密なコミュニ

ケーションに制限を加えることが求められ、

広域な移動にも制限が生まれ、時として日常

の行動が機能し得なくなるものであることな

どを我々に気づかせている。新型コロナウイ

ルスの感染拡大に伴い、都市封鎖、在宅勤務・

学習を経験し、新しいコミュニケーションや

コラボレーションのツールやシステムが開

発・進展している。当たり前だと思われてきた

通勤、出張、押印など、常識が大きく変わり、

また、新しい生活様式の求めに伴い、これまで

にない新しい価値観も見出されている。この

「新しい生活様式」から見えるイノベーショ

ンは非常に広範なもので、かつ、今や世界的な

社会課題であることから、その実現に当たっ

ては、国内の政策当局、産業界、学界が一体と

なって取り組み、叡智を結集していくことが

必要である。 

 
（図３）コロナ禍がもたらした社会変化 

「コロナ禍後の社会変化と 期待されるイノベ

ーション」一部抜粋 

https://www.nedo.go.jp/content/100919493.

pdf 
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なお、新エネルギー・産業技術総合開発機構、

技術戦略研究センター（NEDO）では、「コロナ

禍後の社会変化と←期待されるイノベーショ

ン」において、「コロナ禍がもたらした社会変

化3」としてまとめている（図 3）。 

 

Ⅱ．研究の目的 

「これからの地域福祉のあり方に関する研

究会4」（2008）では、地域社会で支援を求めて

いる者に気づき、住民相互で支援活動を行う

等の地域住民のつながりを再構築し、支え合

う体制を実現するための方策が協議され、そ

の報告書では、公的な福祉サービスでは支援

が困難な事例への対応、成熟した社会におけ

る自立した個人が主体的に関わり、支え合う、

地域における「新たな支え合い」（共助）の領

域の拡大・強化が求められているとして、その

重要性を指摘している。この報告書に示され

ているとおり、地域は人々の生活の場であり、

「つながり」や「新たな支え合い」（共助）を

展開する場として重要な要素を占めており、

その「地域における福祉」の一役を担う社会福

祉協議会には、コロナ禍においても多くの期

待が寄せられている。 

人と人が交流することによって行われてき

た地域における福祉サービス継続に向けた環

境や、その中心を担っている社会福祉協議会

を取り巻く状況がコロナ禍において大きく変

化し、民生委員・児童委員活動やふれあいいき

いきサロン、一人暮らし高齢者等の見守り活

動などへの大きな影響が懸念される。 

この調査は、住民の地域福祉活動を支えて

きた社会福祉協議会の活動が、コロナ禍にお

いてどのような課題に直面し、どのような工

夫により福祉サービスを継続しているのかな

3 新エネルギー・産業技術総合開発機構、技術戦略研究センター 

https://www.nedo.go.jp/content/100919493.pdf 
4 これからの地域福祉のあり方に関する研究会（2008）「地域における「新たな支え合い」を求

めて―住民と行政の協働による新しい福祉― 

どの現状と課題を明らかにし、今後の地域福

祉活動に求められる要素を検討することを目

的とする。 

 

Ⅲ．対象および方法 

１. 調査概要 

青森県（40 市町村）、岩手県（33 市町村）、

秋田県（25市町村）の北東北の 3県の各市町

村社会福祉協議会（以下、市町村社協）合計 98

カ所を調査対象とした。 

 

２．調査方法 

自記式質問紙調査により実施し、市町村社

協の地域福祉事業の担当者に回答を依頼し担

当者名を記入いただいた。 

調査は、青森県、岩手県、秋田県の各県社会

福祉協議会（以下、県社協）に調査の概要を説

明し調査協力の承諾を得たうえで、県社協か

ら各県の市町村社協に調査票を直接配布また

はメールによる配信を行っていただき実施し

た。市町村社協には、文書により調査目的及び

内容を説明し、回答はメールによる返信また

は返信用封筒にて返送していただいた。 

 

３．調査時期 

調査は、2020（令和 2）年 8月中旬から 2020

（令和2）年9月中旬にかけて実施した。なお、

回答は 2020（令和 2）年 7月 1 日現在の状況

や考え方について、また活動実態については、

政府の緊急事態宣言中(令和 2年 4月 7日～令

和 2年 5月 25日迄)を調査対象期間とした。 

 

４．調査項目 

調査票は、自記式質問紙を用い基本的に選

択式であり、「Ⅰ，基本属性」「Ⅱ，新型コロナ
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ウイルスへの対応状況」「Ⅲ，コロナ禍におけ

る、地域福祉活動の実施状況」「Ⅳ，コロナ禍

で生じている課題や必要な支援」「Ⅴ，自由記

載（コロナ禍における取組みや成果があった

と思われる事業等）」で構成した。 

なお統計ソフトは、ＩＢＭ ＳＰＳＳ 

Statistics26 を用いた。有意水準は５％未満

とした。 

 

Ⅳ．倫理的配慮 

調査協力者に対して、研究の目的、主旨・内

容、方法を文章にて説明し、調査協力者の権利

の尊重と調査協力への任意性について保障し、

拒否・辞退における不利益は一切生じず、得ら

れたデータは統計的に処理し、当該研究目的

以外では使用しないこと、データ公表予定が

あることを文書にて説明した。なお、問Ⅳ「コ

ロナ禍における貴社協の取組みや、成果があ

ったと思われる事業等がございましたら、具

体的な内容をご記入願います。」についてのみ

【ここは市町村名公表調査項目】と明示した。

調査協力の同意確認は、質問紙の回答、返送に

より同意とみなした。 

また、八戸学院大学・八戸学院短期大学研究

倫理委員会において、研究方法およびデータ

の管理方法の審査を受け承認を得た（承認通

知日：2020（令和 2）年 8月 24日）。 

 

Ⅴ．結果 

１．基本属性 

（1）回答があった市町村社協の概況 

 北東北３県（青森県、岩手県、秋田県）の 98

の市町村社協のうち、87 市町村社協から回答

があり回収率は 88.8％であった。県別でみる

と､青森県が40市町村社協のうち34（85.0％）

社協、岩手県が33市町村社協のうち29（87.9％）

社協、秋田県が25市町村社協のうち24（96.0％）

社協であった（図 4）。 

 

 

（2）市町村別の人口と世帯数 

回答市町村の人口をみると、10,001 人～

30,000人が 31市町村（35.6％）で最も多く、

5,001人未満 16市町村（18.4％）、5,001人～

10,000人が 13市町村（14.9％）と小規模な市

町村が多い（図 5）。 

 

 

世帯数をみると、10,001世帯～30,000世帯

が 23市町村（26.4％）で最も多く、5,000世

帯以下も 31市町村（36.6％）あった（図 6）。 
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図４ 回答率の状況
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２．新型コロナウイルスへの対応状況 

市町村社協内での対応のための協議状況を

みると、「理事会で協議した」が 15 社協

（17.2％）、「三役（会長、副会長、常務理事等）

で協議」が 25社協（28.7％）、「事務局内で協

議」が最も多く 72社協（82.7％）、「特に協議

なし」が 6社協（6.9％）であった(複数回答)。 

また当該市町村との協議の状況をみると、

「公式な協議ではなく事務レベルでの協議」

が最も多く 62社協（71.3％）、「特に協議を行

っていない」も 15社協（17.2％）あった（１

社協が複数回答）。 

新型コロナウイルス感染症に対応するため

の、特別な部署やチーム等の設置状況は、「特

に設置していない」が 79社協（90.8％）であ

った。一方、「特別な部署やチームを発足した」

のは 8社協（9.2％）であり、主な名称は、「新

型コロナウイルス感染症対策委員会」「感染委

員会」「コロナウイルス感染症対策会議」「新型

コロナウイルス対策会議」「新型コロナウイル

ス感染症対策本部」「新型コロナウイルス特例

貸付相談対応（地域福祉課内）」「新型コロナウ

イルス感染症対策チーム」「部門連絡会」など

である。また、専任の職員を置き対応した社協

は２か所であった。 

 

３．コロナ禍における地域福祉活動の実施状 

況 

 (1)「地域の見守り活動」について 

82社協から回答があった。「全ての地域で通

常どおりに行われている」が18社協（20.7％）、

「全ての地域で何らかの形で継続している」

が 31社協（35.6％）、「場所や地域により行っ

たり行わなかったりする」が30社協（34.5％）、

「全ての地域で活動休止中」の社協はなかっ

た。「把握していない」が 3社協（3.4％）あっ

たが（図 7）、何かしらの方法で地域の見守り

活動は継続されていることが窺える。 

 

 

 

(2)ふれあい・いきいきサロン活動について 

78社協から回答があった。「全ての地域で通

常どおりに行われている」が10社協（12.8％）、

「全ての地域で何らかの形で継続している」

が 10社協（12.8％）、「場所や地域により行っ

たり行わなかったりする」が42社協（53.8％）

と最も多かった。「全ての地域で活動休止中」

は 15社協（19.2％）、「把握していない」が 3

社協（3.4％）であった（図 8）。 

ふれあい・いきいきサロンは集合型の活動

であることから、新型コロナウイルス感染症

に対するサロンの開催方法や活動の継続に躊

躇している様子が窺える。 

 
 

(3)子育てサロン活動について 

48社協から回答があった。「全ての地域で通

常どおりに行われている」が 6社協（12.5％）、

「全ての地域で何らかの形で継続している」

が 6社協（12.5％）、「場所や地域により行った

り行わなかったりする」が 16 社協（33.3％）

と最も多かった。「全ての地域で活動休止中」
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は 6社協（12.5％）、「把握していない」が 14

社協（29.2％）であった（図 9）。 

子育てサロンも集合型の活動であることか

ら、新型コロナウイルス感染症対策の観点か

ら活動を休止するなど開催方法や活動の継続

に躊躇している様子が窺える。 

 

 

(4)世代間交流活動について 

56社協から回答があった。「全ての地域で通

常どおりに行われている」が 2社協（3.6％）、

「全ての地域で何らかの形で継続している」

が 2社協（3.6％）、「場所や地域により行った

り行わなかったりする」が 23 社協（41.1％）

と最も多かった。「全ての地域で活動休止中」

は 15社協（26.8％）、「把握していない」が 14

社協（25.0％）であった（図 10）。 

世代間交流活動も集合型の活動であること

から、サロン活動と同様に活動を休止するな

ど開催方法や活動の継続に躊躇している様子

が窺える。 

 

 

（5）送迎・移送サービス活動について 

68社協から回答があった。「全ての地域で通

常どおりに行われている」が52社協（76.5％）

と最も多い。「全ての地域で何らかの形で継続

している」が 5社協（7.4％）、「場所や地域に

より行ったり行わなかったりする」が 3 社協

（4.4％）、「全ての地域で活動休止中」は 1社

協（1.5％）、「把握していない」が7社協（10.3％）

であった（図 11）。 

この活動は、通院等が不可欠な支援である

こと、個別の生活支援活動が多くを占め個別

支援であるがゆえに感染症対策を講じやすい

ことなどにより、継続実施されている様子が

窺える。 

 
 

（6）配食サービス活動について 

65社協から回答があった。「全ての地域で通

常どおりに行われている」が52社協（80.0％）

と最も多く、「全ての地域で何らかの形で継続

している」が 5社協（7.7％）、「場所や地域に

より行ったり行わなかったりする」が 3 社協

（4.6％）、「全ての地域で活動休止中」はなく、

「把握していない」が 5社協（7.7％）であっ

た（図 12）。 

この活動も、食事が生活上不可欠な要素で

あり、安否確認を兼ねていること、個別の生活

支援活動であることから、安否確認を兼ねて

いること、また感染症対策を講じやすいこと

などにより、継続実施されている様子が窺え

る。 
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(7)集合型食事サービス活動について 

40社協から回答があった。「全ての地域で通

常どおりに行われている」が4社協（10.0％）、

「全ての地域で何らかの形で継続している」

が 2社協（5.0％）、「場所や地域により行った

り行わなかったりする」が 3 社協（7.5％）、

「全ての地域で活動休止中」は20社協（50.0％）

で最も多く、「把握していない」が 11 社協

（27.5％）であった（図 13）。 

この活動は、集合型の活動であることから、

「全ての地域で活動を休止する（５割）」など

活動の継続に躊躇している様子が窺える。 

 

 

（8）子ども食堂の活動について 

34社協から回答があった。「全ての地域で通

常どおりに行われている」が 3社協（8.8％）、

「全ての地域で何らかの形で継続している」

が 4社協（11.8％）、「場所や地域により行った

り行わなかったりする」が 7 社協（20.6％）、

「全ての地域で活動休止中」は5社協（14.7％）、

「把握していない」が 15社協（44.1％）であ

った（図 14）。 

この活動は、集合型の活動であることから

活動の継続に躊躇している様子が窺える。ま

た、主催が社協ではない場合も多いこともあ

ってか、活動の実施状況について「把握してい

ない」（4割強）」状況が見られた。 

 

 

（9）有償ボランティア活動について 

51社協から回答があった。「全ての地域で通

常どおりに行われている」が19社協（37.3％）、

「全ての地域で何らかの形で継続している」

が 3社協（5.9％）、「場所や地域により行った

り行わなかったりする」が 8 社協（15.7％）、

「全ての地域で活動休止中」は2社協（3.9％）、

「把握していない」が 19社協（37.3％）であ

った（図 15）。 

この活動は、個別の生活支援活動が多いと

思われ、個別の要請に応える必要があること、

感染症対策を講じやすいことなどにより、継

続実施されている様子が窺える。また、主催が

社協ではない場合が多い（シルバー人材セン

ターなど）こともあってか、活動の実施状況に

ついて「把握していない（４割弱）」状況が見

られる。 
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４ 社協が主催する事業の今後の見通し 

（1）児童、生徒との交流活動について 

67社協から回答があった。「通常どおり実施

予定」が 15社協（22.4％）、「後日改めて実施

予定」が 9 社協（13.4％）、「今年度は中止す

る」が 15 社協（22.4）、「現時点では検討中」

が 17社協（25.4％）、「未定」が 11社協（16.4％）

であった。 

通常どおり実施は 2割にとどまり「中止、検

討、未定」がおよそ 5割であり、新型コロナウ

イルス感染症対策について学校側との調整に

苦慮している様子が窺える。 

（2）ボランティアの養成活動について 

74社協から回答があった。「通常どおり実施

予定」が 14社協（18.9％）、「後日改めて実施

予定」が 14社協（18.9％）、「今年度は中止す

る」が 5 社協（6.8％）、「現時点では検討中」

が 27社協（36.5％）、「未定」が 14社協（18.9％）

であった。 

中止を決定している社協は少ないが「検討

中、未定」が 5割を超え、感染予防を行った形

での養成活動（講座）の開催方法が定まらない

状況が窺える。 

（3）福祉講座等の開催について 

75社協から回答があった。「通常どおり実施

予定」が 19社協（25.3％）、「後日改めて実施

予定」が 16社協（21.3％）、「今年度は中止す

る」が 3 社協（4.0％）、「現時点では検討中」

が 23社協（30.7％）、「未定」が 14社協（18.7％）

であった。ボランティア養成講座と同様の傾

向で、中止は少ないが「検討中、未定」が５割

で、感染予防を行った形での開催方法が定ま

らない状況が窺える。 

（4）懇談会（座談会）の開催について 

71社協から回答があった。「通常どおり実施

予定」が 13社協（18.3％）、「後日改めて実施

予定」が 14社協（19.7％）、「今年度は中止す

る」が 3 社協（4.2％）、「現時点では検討中」

が 17社協（23.9％）、「未定」が 24社協（33.8％）

であった。ボランティア養成講座と同様で、中

止を決定している例は少ないが「検討中、未定」

が 5.5 割で、懇談会の特性から地域との協議

が必要で感染予防を行った形での開催方法が

定まらない状況が窺える。 

 

５ 地域福祉活動に参加できない人への対応 

利用者同士や住民による対面での地域福祉

活動に参加できなくなった人が、生活意欲を

喪失しないためにどのような活動支援を行い、

または対応しているかについて報告する。（以

下、複数回答） 

（1）電話による個別相談の状況について 

電話による個別相談を何らかの形で「実施

している」と回答したのは 82 社協であった。

内訳は、「実施していない」が23社協（21.9%）、

「社協が実施している」が 47 社協（44.8%）、

「住民主体で実施している」が4社協（3.8%）、

「住民と他機関、社協が協力して実施してい

る」が 19社協（18.1%）、「他機関が実施してい

る」が 12社協（11.4%）、であった（図 16）。 
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（2）電話による安否確認の状況について 

電話による安否確認を「何らかの形で実施

されている」と回答したのは70社協であった。

内訳は、「社協が実施している」が 34 社協

（34.7%）、「住民主体で実施している」が 7社

協（7.1%）、「住民と他機関、社協が協力して実

施している」が 18社協（18.4%）、「他機関が実

施している」が 11社協（11.2%）であった。「実

施していない」との回答は 28社協（28.6%）で

あった（図 17）。 

 
 

（3）SNSによる安否確認の状況について 

SNSによる安否確認が「何らかの形で実施さ

れている」と回答したのは 2社協（2.4％）で

あった。内訳は、「実施していない」が 80社協

（97.6%）、「住民主体で実施している」、「住民

と他機関、社協が協力して実施している」、「他

機関が実施している」の回答はなかった。 

 

（4）必要に応じた訪問の状況について 

必要に応じた訪問が「何らかの形で実施さ

れている」と回答したのは 94 社協であった。

内訳は「社協が実施している」が 43 社協

（41.7%）、「住民主体で実施している」が 10社

協（9.7%）、「住民と他機関、社協が協力して実

施している」が 28社協（27.2%）、「他機関が実

施している」が 13 社協（12.6%）、であった。

「実施していない」との回答は 9（8.7%）であ

った（図 18）。 

 
 

（5）弁当・食事の配布の状況について 

弁当・食事の配布を「何らかの形で実施して

いる」と回答したのは 64社協であった。内訳

は、「社協が実施している」が30社協（32.6%）、

「住民主体で実施している」が4社協（4.3%）、

「住民と他機関、社協が協力して実施してい

る」が 13社協（14.1%）、「他機関が実施してい

る」が 17社協（18.5%）、であった。「実施して

いない」との回答は 28社協（30.4%）であった

（図 19）。 

 
 

（6）手作りマスクの配布の状況について 

手作りマスクの配布を「何らかの形で実施

している」との回答したのは54社協であった。

内訳は、「社協が実施している」が 13 社協

（14.3%）、「住民主体で実施している」が 14社

協（14.3%）、「住民と他機関、社協が協力して

実施している」が 16社協（17.6%）、「他機関が

実施している」が 12社協（13.2%）であった。

「実施していない」との回答は37社協（40.7%）

であった（図 20）。 

34

7

18

11

28

0 20 40

社協が実施している

住民主体で実施している

住民と他機関、社協が協力し

て実施している

他機関が実施している

実施していない

図17 電話による個別相談の実施状況

（複数回答）
ｎ＝70

43

10

28

13

9

0 10 20 30 40 50

社協が実施している

住民主体で実施している

住民と他機関、社協が協…

他機関が実施している

実施していない

図18 必要に応じた訪問の実施状況

（複数回答）
ｎ＝94

30

4

13

17

28

0 20 40

社協が実施している

住民主体で実施している

住民と他機関、社協が協力

して実施している

他機関が実施している

実施していない

図19 弁当・食事配布の実施状況

（複数回答） ｎ＝64

- 128 -



 
 

（7）買い物代行の状況について 

買い物代行を「何らかの形で実施している」

と回答したのは 31社協であった。内訳は、「社

協が実施している」が 11社協（13.1%）、「住民

主体で実施している」が 2社協（2.4%）、 

「住民と他機関、社協が協力して実施して

いる」が 4社協（4.8%）、「他機関が実施してい

る」が 14社協（16.7%）であった。「実施して

いない」との回答は 53社協（63.1%）であった

（図 21）。 

 

 

（8）移送・送迎サービスの状況について 

移送・送迎サービスを「何らかの形で実施し

ている」と回答したのは 55社協であった。内

訳は、「社協が実施している」が39社協（45.3%）、

「住民と他機関、社協が協力して実施してい

る」が 1 社協（1.2%）、「他機関が実施してい

る」が 15社協（17.4%）で「住民主体で実施し

ている」はなかった。「実施していない」との

回答は 31社協（36.0%）であった（図 22）。 

 

 

（9）物資の援助の状況について 

物資の援助を「何らかの形で実施している」

と回答したのは 66社協であった。内訳は、「社

協が実施している」が 34社協（35.8%）、「住民

と他機関、社協が協力して実施している」が 11

社協（11.6%）、「他機関が実施している」が 16

社協（16.8%）であった。なお「住民主体で実

施している」はなかった。「実施していない」

との回答は 34社協（35.8%）であった（図 23）。 

 

 

（10）感染症対策や災害対策としてマスク、消

毒用品、体温計などの準備状況について 

マスク、消毒用品、体温計などの用意を「何

らかの形で実施している」との回答は 76社協

であった。内訳は、「社協が実施している」が

44 社協（46.3%）、「住民主体で実施している」

が 3社協（3.0%）、「住民と他機関、社協が協力

して実施している」が 9社協（6.9%）、「他機関

が実施している」が20社協（19.8%）であった。

「実施していない」との回答は25社協（24.8）

であった（図 24）。 
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６ コロナ禍で生じている地域の課題 

（1）「地域福祉活動の利用者がサロンなどの

行き場がなくなったことにより心身機能が低

下している（介護保険等の利用者は除く）」こ

とについて 

「そう思う」が 18社協（20.7％）、「まあそ

う思う」が 36社協（41.4％）、「どちらともい

えない」が 22社協（25.3％）、「あまりそう思

わない」9社協（10.3％）、「そう思わない」が

1社協（1.1％）、「未回答」が 1社協（1.1）で

あった（図 25）。 

機能低下がみられる（思う、まあ思う）が 6

割を超え、高齢者等の心身機能の低下がみら

れることを危惧している現状が窺える。今後

地域包括支援センターとも連携し、必要に応

じて一時的に介護予防サービス利用に切り替

えるなど早急な対応の仕組みが必要と思われ

る。 

 

 

（2）「介護保険や障害者サービス等の公的サ

ービスの利用者が行き場がなくなって心身機

能が低下しているか」について 

「そう思う」が 6社協（6.9％）、「まあそう

思う」が 14社協（16.1％）、「どちらともいえ

ない」が 23社協（26.4％）、「あまりそう思わ

ない」23 社協（26.4％）、「そう思わない」が

21社協（24.1％）であった（図 26）。 

機能低下がみられる（思う、まあ思う）が２

割を超えているが、北東北 3 県においては公

的な福祉サービスが概ね継続されていること

から、サロン等の利用のみに比べ心身機能の

低下は少ない。感染症対策を十分に行ったう

えで、引き続きサービスの継続が必要と思わ

れる。 

 

 

（3）「独居高齢者や高齢世帯が孤立している」

かについて 

「そう思う」が 13社協（14.9％）、「まあそ

う思う」が 21社協（24.1％）、「どちらともい

えない」が 25社協（28.7％）、「あまりそう思

わない」22 社協（25.3％）、「そう思わない」

が 6社協（6.9％）であった（図 27）。 

孤立している（思う、まあ思う）が約４割で

あり、独居高齢者等が孤立していることを危

惧している現状が窺える。今後、地域包括支援

センター等と連携し、必要に応じて一時的に

介護予防サービス利用に切り替えるなど早急

な対応の仕組みが必要と思われる。 
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（4）「母子世帯、父子世帯が孤立しているか」

について 

「そう思う」が 3社協（3.4％）、「まあそう

思う」が 8社協（9.2％）、「どちらともいえな

い」が 45社協（51.7％）、「あまりそう思わな

い」23社協（26.4％）、「そう思わない」が 8社

協（9.2％）であった（図 28）。 

母子・父子世帯については「どちらともいえ

ない」が５割を超えている。家庭訪問ができず

世帯の状況がはっきり見えていない現状が窺

える。北東北 3 県においては義務教育の休校

も短期間ではあったが、就学状況の変化によ

る子どもの心身の変化、父母の就労・経済状況

の変化等も想定されるため、子どもの様子も

含めた継続的な状況把握が必要と思われる。 

 

 

（5）「家族の口げんか、ＤＶの被害があるか」

について 

「そう思う」が 1社協（1.1％）、「まあそう

思う」が 14社協（16.1％）、「どちらともいえ

ない」が 39社協（44.8％）、「あまりそう思わ

ない」24社協（27.6％）、「そう思わない」が 6

社協（6.9％）であった（図 29）。 

口げんか・ＤＶ被害は 2 割弱だが確認され

ている。どちらともいえないが 4 割を超えて

いる。コロナ禍による新たに生じた影響なの

か、もともと存在したものなのか、行政との連

携なども含めた対応が必要と思われる。 

 
 

（6）「地域コミュニティが衰退してきている

か」について 

「そう思う」が 8社協（9.2％）、「まあそう

思う」が 28社協（32.2％）、「どちらともいえ

ない」が 32社協（36.8％）、「あまりそう思わ

ない」17社協（19.5％）、「そう思わない」が 2

社協（2.3％）であった（図 30）。 

地域コミュニティの衰退について衰退して

きているとの回答が 4割（思う、まあ思う）を

超えている。地域福祉活動の根底の部分であ

ることから、継続的な地域へのアプローチと

状況把握が必要と思われる。 
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（7）「地域のたすけあい活動の中止や延滞が

あるか」について 

「そう思う」が 21社協（24.1％）、「まあそ

う思う」が 32社協（26.8％）、「どちらともい

えない」が 20社協（23.0％）、「あまりそう思

わない」11 社協（12.6％）、「そう思わない」

が 2社協（2.3％）、「未回答」が 1社協（1.1％）

であった（図 31）。  

地域コミュニティの衰退と同様の傾向がみ

られ、回答の 5割強（思う、まあ思う）が地域

のたすけあい活動の中止や延滞があるとして

いる。地域福祉活動の根底の部分であること

から、継続的な地域へのアプローチと状況把

握が必要と思われる。 

 
 

（8）「地域の活動者、支援者の活動自粛による

たすけあいの活動が低下してきているか」に

ついて 

「そう思う」が 13社協（14.9％）、「まあそ

う思う」が 34社協（39.1％）、「どちらともい

えない」が 20社協（23.0％）、「あまりそう思

わない」17 社協（19.5％）、「そう思わない」

が 2社協（2.3％）、（未回答）が 1社協（1.1％）

であった（図 32）。 

たすけあい活動の中止や延滞、地域コミュ

ニティの衰退により、回答の 6割強（思う、ま

あ思う）がたすけあい活動が低下していると

回答している。地域福祉活動の根底の部分で

あることから、継続的な地域へのアプローチ

とその活動低下への対応策が必要と思われる。 

 
 

（9）「活動を休止することにより、社協に費用

の負担が発生しているか」について 

「そう思う」が 1社協（1.1％）、「まあそう

思う」が 3社協（3.4％）、「どちらともいえな

い」が 26社協（32.2％）、「あまりそう思わな

い」24社協（27.7％）、「そう思わない」が 29

社協（33.3％）、「未回答」が 2 社協（2.3％）

であった（図 33）。 

活動を休止することによる社協への費用の

負担はあまり発生していない。むしろ、活動休

止による余剰金の発生も見受けられ、その費

用を地域福祉活動にどのように利用、活用し

ていくかが今後の検討課題と思われる。 

 

 

（10）「訪問活動ができないため、民生委員児

童委員活動に支障があるか」について 

「そう思う」が 7社協（8.0％）、「まあそう

思う」が 29社協（33.3％）、「どちらともいえ

ない」が 25社協（28.7％）、「あまりそう思わ

ない」20社協（23.0％）、「そう思わない」が 5

社協（5.7％）、「未回答」が 1社協（1.1％）で
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あった（図 34）。 

訪問できないことで民生委員児童委員活動

に支障があるとの回答が 4割強（思う、まあ思

う）であり、地域福祉の要とされる民生委員・

児童委員活動が行いやすい環境、感染対策の

広報など整備が早急に必要と思われる。 

 
 

（11）「緊急小口資金の特例貸付への対応に支

障が出ているか」について 

「そう思う」が 10社協（11.5％）、「まあそ

う思う」が 14社協（16.1％）、「どちらともい

えない」が 14社協（16.1％）、「あまりそう思

わない」28 社協（32.2％）、「そう思わない」

が 21社協（24.1％）であった（図 35）。 

緊急小口資金の特例貸付への対応に支障が

出ているとの回答が 3割弱（思う、まあ思う）

である。市町村の人口規模により緊急小口資

金特例貸付の申請件数やその業務負担に差異

がみられている。 

 

 

７．コロナ禍における社協への公的支援要請 

（1）「マスク、消毒用品、体温計、防護服等の

衛生用品の支援」について 

「そう思う」が 43社協（49.4％）、「まあそう

思う」が 27社協（31.0％）、「どちらともいえ

ない」が 6社協（6.9％）、「あまりそう思わな

い」8社協（9.2％）、「そう思わない」が 2社

協（2.3％）、「未回答」1社協（1.1％）であっ

た（図 36）。 

マスク等の衛生用品の必要性について、8割

が必要と回答している。調査時期が緊急事態

宣言の時期でもあり、全国的にマスク不足が

生じている時期であった。今後に向けて、地域

福祉活動に必要な物品の見直し、必要な物品

の計画的備蓄が必要と思われる。 

 

 

（2）「活動を行うための、安全面のガイドライ

ンや活動マニュアルの作成支援」について 

「そう思う」が 43社協（49.4％）、「まあそ

う思う」が 33社協（37.9％）、「どちらともい

えない」が 4社協（4.6％）、「あまりそう思わ

ない」5社協（5.7％）、「そう思わない」が 1社

協（1.1％）、「未回答」1社協（1.1％）であっ

た（図 37）。安全面のガイドラインや活動マニ

ュアルの作成支援の必要性について、9割弱が

必要と回答している。 
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（3）「行政等からの新型コロナウイルスに関

する素早い情報提供」について 

「そう思う」が 55社協（63.2％）、「まあそ

う思う」が 30社協（34.5％）、「どちらともい

えない」が 2社協（2.3％）であった。「あまり

そう思わない」、「そう思わない」の回答はなか

った（図 38）。 

行政等からの新型コロナウイルスに関する

素早い情報提供の必要性について、ほぼすべ

ての社協が必要と回答している。災害への対

応を含めた行政等との情報伝達システムを確

立する必要があると思われる。 

 
 

（4）「Webを利用した交流の仕組みを構築する

ためのシステム構築やパソコンの購入費用」

について 

「そう思う」が 33社協（37.9％）、「まあそ

う思う」が 29社協（33.3％）、「どちらともい

えない」が 16社協（18.4％）、「あまりそう思

わない」6社協（6.9％）、「そう思わない」が 2

（2.3％）、「未回答」1社協（1.1％）であった

（図 39）。 

「そう思う、まあ思う」が 7割強である。コ

ロナ禍の現在では、Webを利用した会議や研修

が多く用いられ始めている。社協活動や地域

福祉活動においてもどのように活用していく

か、またそのためのシステム構築やハード面

の整備が必要性と思われる。 

 
 

（5）「コロナ禍対策のための事務運営費の補

助」について 

「そう思う」が 24社協（27.6％）、「まあそ

う思う」が 30社協（34.5％）、「どちらともい

えない」が 23社協（26.4％）、「あまりそう思

わない」6社協（6.9％）、「そう思わない」が 3

社協（3.4％）、「未回答」1社協（1.1％）であ

った（図 40）。 

「そう思う、まあ思う」が 6割強である。コ

ロナ禍対策のために新たな事務費や運営費の

負担が生じていることが窺える。 

 

 

（6）「地域福祉活動コーディネーター等の人

的配置のための補助」について 

「そう思う」が 28社協（32.2％）、「まあそ

う思う」が 24社協（27.6％）、「どちらともい

えない」が 22社協（25.3％）、「あまりそう思

わない」8社協（9.2％）、「そう思わない」が 4

社協（4.6％）、「未回答」1社協（1.1％）であ

った（図 41）。 

「そう思う、まあ思う」が 6割弱である。コ

ロナ禍対応できる地域福祉活動コーディネー

ターの業務の見直しや必要に応じて人員増の
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ため取り組みが必要と思われる。 

 

 

（7）「今後の更なる災害に備える仕組みの構

築（災害ボラセンの運営の仕組みなど）」につ

いて 

「そう思う」が 46社協（52.9％）、「まあそ

う思う」が 31社協（35.6％）、「どちらともい

えない」が 8社協（9.2％）、「あまりそう思わ

ない」1社協（1.1）、未回答」1社協（1.1％）

であった。「そう思わない」の回答はなかった

（図 42）。 

「そう思う、まあ思う」が 9割弱である。コ

ロナ禍での社協活動の進め方と従来までの

（災害）ボランティアセンターの仕組みを整

理し、今日の状況に対応できる新たな仕組み

の構築が必要と思われる。 

 

 

８．社協から住民活動への支援 

（1）「マスク、消毒用品、体温計等の配布の必

要性」について 

「そう思う」が 19社協（21.8％）、「まあそ

う思う」が 36社協（41.4％）、「どちらともい

えない」が 25社協（28.7％）、「あまりそう思

わない」5社協（5.7％）、「そう思わない」が 1

社協（1.1％）、「未回答」1社協（1.1％）であ

った（図 43）。 

「そう思う、まあ思う」が 6割強である。す

でに準備している社協もある（図 4-1-13）が、

住民が活動を継続できるための物品の整備や

見直しが必要と思われる。 

 

 

（2）「安全面のガイドラインや活動マニュア

ルの配布の必要性」について 

「そう思う」が 32社協（36.8％）、「まあそ

う思う」が 41社協（47.1％）、「どちらともい

えない」が 9社協（10.3％）、「あまりそう思わ

ない」2社協（2.3％）、「そう思わない」が 1社

協（1.1％）、「未回答」2社協（2.3％）であっ

た（図 44）。 

「そう思う、まあ思う」が 8割強である。衛

生用品の整備と同様に、住民が安心して活動

を継続できるための政府の示す安全マニュア

ルの素早い伝達や、その活動に応じたガイド

ライン作成や見直しが必要と思われる。 
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布の必要性

そう思う まあそう思う

どちらともいえない あまりそう思わない

そう思わない 未回答

％

社

協

数

ｎ＝87

32

36.8

41

47.1

9

10.3

2

2.3

1

1.1

2

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図44 安全面のガイドラインや活動マ

ニュアルの配布の必要性

そう思う まあそう思う

どちらともいえない あまりそう思わない

そう思わない 未回答

％

社

協

数

ｎ＝87

- 135 -



（3）「定期的な活動者、支援者との電話や SNS

等による連絡調整や情報提供の必要性」につ

いて 

「そう思う」が 29社協（33.3％）、「まあそ

う思う」が 32社協（36.8％）、「どちらともい

えない」が 22社協（25.3％）、「あまりそう思

わない」2社協（2.3）、「未回答」2社協（2.3％）

であった。「そう思わない」の回答はなかった

（図 45）。 

「そう思う、まあ思う」が約 7割である。地

域のリーダーとの定期的な情報の共有は、要

支援者への有効な手段と考えられることから、

この部分への体制整備が必要と思われる。 

 

 

９ 市町村人口による差異の状況 

各市町村の人口とそれぞれの社協で行って

いる各種事業のクロス集計により、統計的に

有意であった事業を確認した。 

初めに地域福祉活動の状況である。「ふれあ

い・いきいきサロン活動」においては、小規模

な市町村が、大規模な市町村に比べサロン活

動が継続されて開催されている状況がわかる

（表 1、図 46）。なお有意確率は、0.011であ

った。 

 

 

（図 46）ふれあい・いきいきサロン活動の状況 

 

 

「移送・送迎サービス」でも、小規模な市町

村が、大規模な市町村に比べ活動が継続され

て実施されている状況がわかる（表2、図47）。

なお有意確率は、0.006であった。 
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図45 定期的な活動者、支援者との電話や

SNS等による連絡調整や情報提供の必要性
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30000人
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5001人～

10000人
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5000人未

満 2 3 6 3 0 14

10 10 42 15 1 78

（表１）　ふれあい・いきいきサロン活動

合計

人口

合計

値 自由度
漸近有意確率

(両側)

Pearson のカイ 2 乗 37.211
a 20 0.011

尤度比 34.121 20 0.025

線型と線型による連関 7.474 1 0.006

有効なケースの数 78

（表１）　カイ 2 乗検定

a. 25 セル (83.3%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は

.09 です。
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かの形で
継続して

いる

場所や地

域により

行ったり

行わな

かったり

する

全ての地

域で活動
休止中

把握して
いない

100001人

以上
1 3 1 0 1 6

50001人～
100000人 5 0 1 0 2 8

30001人～
50000人 3 1 1 0 2 7

10001人～
30000人 23 0 0 1 2 26

5001人
~10000人

9 1 0 0 0 10

5000人未

満
11 0 0 0 0 11

52 5 3 1 7 68合計

（表２）　移送・送迎サービス活動

合計

人口

値 自由度
漸近有意確率

(両側)

Pearson のカイ 2 乗 39.258a 20 0.006

尤度比 36.886 20 0.012

線型と線型による連関 10.851 1 0.001

有効なケースの数 68

（表２）　カイ 2 乗検定

a. 25 セル (83.3%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は
.09 です。
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（図 47）移送・送迎サービスの状況 

 

 

「地区民生児童委員協議会の開催」でも、小

規模な市町村が、大規模な市町村に比べ活動

が継続されて開催されている状況がわかる見

える（表 3、図 48）。なお有意確率は、0.028で

あった。 

 

（図 48）地区民生児童委員協議会の開催状況 

  
 

「地域の活動者、支援者の活動自粛による

たすけあいの活動が低下してきている」につ

いても、大規模な市町村が、小規模な市町村に

比べ孤立を懸念する意見が聞かれている（表 6、

図 51）。なお有意確率は、0.04であった。 

 

 
（図 51）活動自粛によるたすけあいの活動が低下 

  

 

「緊急小口資金の特例貸付への対応に支障

が出ている」について、大規模な市町村が、小

規模な市町村に比べ支障を懸念する意見が聞

かれている（表 7、図 52）。なお有意確率は、

0.008であった。 
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（表３）　地区民生委員協議会の開催

合計

値 自由度
漸近有意確率

(両側)

Pearson のカイ 2 乗 33.731a 20 0.028

尤度比 31.591 20 0.048

線型と線型による連関 2.598 1 0.107

有効なケースの数 72

（表３）　カイ 2 乗検定

a. 28 セル (93.3%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は
.39 です。
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（表６）地域の活動者、支援者のたすけあいの

活動が低下してきている
合計

人口

合計

値 自由度
漸近有意確率

(両側)

Pearson のカイ 2 乗 32.296a 20 0.04

尤度比 38.403 20 0.008

線型と線型による連関 9.713 1 0.002

有効なケースの数 86

（表６）　カイ 2 乗検定

a. 26 セル (86.7%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は
.16 です。
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（表７）　緊急小口資金の特例貸付への対応に

支障が出ている
合計

値 自由度
漸近有意確率

(両側)

Pearson のカイ 2 乗 38.529a 20 0.008

尤度比 40.744 20 0.004

線型と線型による連関 18.023 1 0

有効なケースの数 87

（表７）カイ 2 乗検定

a. 27 セル (90.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は
.80 です。
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（図 52）緊急小口資金の特例貸付への対応に

支障が出ている 

 

 

次に個別支援に関する状況である。 

「母子家庭・父子家庭の孤立」について、大

規模な市町村が、小規模な市町村に比べ孤立

を懸念する意見が聞かれている（表4、図49）。

なお有意確率は、0.046であった。 

 

 

（図 49）母子・父子家庭の孤立 

  

 

「家庭内の口げんか・ＤＶの被害」について

も、大規模な市町村が、小規模な市町村に比べ

懸念する意見が多く聞かれている状況がわか

る（表 5、図 50）。なお有意確率は、0.006で

あった。 

 

（図 50）家庭内の口げんか・ＤＶの被害の状況 

 

 

10 北東北３県（青森県・岩手県・秋田県）の 

差異の状況 

東北３県の市町村社協で行っている各種事

業のクロス集計により、統計的に有意であっ

た事業について確認した。 

初めに地域福祉活動の状況である。 

「集合型食事サービス活動」において、岩手

県は他県に比べ活動が継続されて実施されて

いるが、調査時期における感染症患者が発生

した青森県は活動休止が多い（表 8、図 53）。

秋田県は把握していない割合が高い。なお有
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（表４）　母子世帯、父子世帯が孤立している

合計

値 自由度
漸近有意確率

(両側)

Pearson のカイ 2 乗 31.789a 20 0.046

尤度比 36.356 20 0.014

線型と線型による連関 10.03 1 0.002

有効なケースの数 87

（表４）カイ 2 乗検定

a. 24 セル (80.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は
.24 です。
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（表５）家族の口げんか、ＤＶの被害がある

合計

値 自由度
漸近有意確率

(両側)

Pearson のカイ 2 乗 39.238a 20 0.006

尤度比 36 20 0.015

線型と線型による連関 11.896 1 0.001

有効なケースの数 84

（表５）　カイ 2 乗検定

a. 26 セル (86.7%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は
.08 です。
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意確率は、0.008であった。 

 

 

（図 53）集合型食事サービス活動の状況 

 

 

次に個別支援に関する状況である。 

「母子家庭・父子家庭の孤立」について、３

県とも「どちらともいえない」割合が高いが、

秋田県、岩手県は青森県に比べ孤立が懸念さ

れている状況がわかる（表 9、図 54）。なお有

意確率は、0.031であった。 

 

 

（図 54）母子・父子家庭の孤立 

 

 

最後に、コロナ禍にあって、社協が住民活動

へ支援する内容についてである。「活動を行う

ための、マスク、消毒用品、体温計等の配布」

の必要性について、特に青森県が必要として

いる状況がわかる（表 10、図 55）。なお有意確

率は、0.028であった。 

 

 

（図 55）活動を行うための、マスク、消毒用品、

体温計等の配布 
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（表８）　集合型食事サービス活動

合計

値 自由度
漸近有意確率

(両側)

Pearson のカイ 2 乗 20.794a 8 0.008

尤度比 22.628 8 0.004

有効なケースの数 40

（表８）　カイ 2 乗検定

a. 12 セル (80.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は

.50 です。
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（表９）母子世帯、父子世帯が孤立している

合計

値 自由度
漸近有意確率

(両側)

Pearson のカイ 2 乗 16.888a 8 0.031

尤度比 19.939 8 0.011

有効なケースの数 87

（表９）カイ 2 乗検定

a. 9 セル (60.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は

.83 です。

そう思う
まあそう

思う

どちらと

もいえな
い

あまりそ

う思わな
い

そう思わ

ない

青森県 9 17 5 2 0 33

秋田県 1 12 11 0 0 24

岩手県 9 7 9 3 1 29

19 36 25 5 1 86

県名

合計

（表10）活動を行うための、マスク、消毒用

品、体温計等の配布
合計

値 自由度
漸近有意確率

(両側)

Pearson のカイ 2 乗 17.178a 8 0.028

尤度比 20.66 8 0.008

有効なケースの数 86

（表10）カイ 2 乗検定

a. 6 セル (40.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は

.28 です。
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Ⅵ．考察 

１ コロナ禍における地域福祉活動の課題 

 さわやか福祉財団が行った「コロナ禍と全

国助け合い活動の現状5」によると、「居場所、

通いの場など、住民が集まって行う助け合い

活動の９割、住居を訪問して対面で行う助け

合い活動の３割は、コロナ禍のためやむを得

ず活動を休止している。その他の団体で一部

の参加者から生活維特上の強い必要性に基づ

く要望があって活動を続けているところも、

活動規模を縮小している。」また「多くの団体

は､対面できなくなった参加者が生活意欲を

喪失しないよう、電話による個別相談や励ま

し、弁当・食事の配布、買い物代行、チラシや

冊子の配布による情報提供などの支援活動を

続け、心身の状況悪化の防止に努めている。」

としている 

本調査においても、同様の結果となり特に

集合型の地域福祉活動への影響が大きいこと

が確認できた（図 8.9.10.13.14）。集合型は、

多くの人が集う活動であることから、新型コ

ロナウイルス感染症に対してサロン等の開催

方法や活動の継続に躊躇している様子が窺え

る結果である。 

さらには、介護保険等の利用者以外のサロ

ン利用者が行き場がなくなったことにより心

身機能が低下していることについて、機能低

下がみられる（思う、まあ思う）が 6 割を超

え、高齢者等の心身機能の低下がみられるこ

とを危惧している現状が窺える（図 25）。サー

ビスを利用していない地域の高齢者や障がい

者の、コロナ禍に伴う心身の状況やニーズの

変化を現時点で社協が十分に把握できておら

ず、さらには近隣や遠方の親族等との「関わり」

が疎遠になっている可能性があり、精神的・身

体的な側面への影響が懸念される。早期に民

生委員、保健師、地域包括支援センター等との

情報共有の機会を設ける必要がある。 

5 公益財団法人さわやか福祉財団：「コロナ禍と全国助け合い活動の現状」,2020.4 

一方、「介護保険や障害者サービス等の公的

サービスの利用者」は、機能低下がみられる

（思う、まあ思う）が 2割を超えているが、北

東北 3 県においては公的な福祉サービスが概

ね継続されていることから、サロン等のみの

利用者に比べ機能低下に対する懸念は少ない

（図 26）。 

「独居高齢者や高齢世帯の孤立」など個別

支援の状況を見ると、孤立している（思う、ま

あ思う）が約 4割であり、独居高齢者等が孤立

していることを危惧している状況が窺える

（図 27）。一方、「母子・父子世帯の孤立」は

「どちらともいえない」が5割を超えており、

家庭訪問ができず世帯の状況がはっきり見え

ていない現状が窺える。困窮世帯を対象とし

た子ども食堂などの社協としては比較的新し

い取組については、世帯の経済状況が全体と

して悪化していることに伴い、新たなニーズ

が拡大していることが予想されるが、活動は

縮小傾向になっている。生活困窮者自立相談

支援事業、福祉事務所、生活福祉資金貸付事業、

学校、スクールソーシャルワーカー等との連

携により新たに生じているニーズの把握、配

食型への転換、フードバンクとの連携強化等

の対策が必要と思われる。 

 次に、「地域コミュニティの衰退」について

である。衰退してきているとの回答が 4割（思

う、まあ思う）を超える（図 30）。「地域のた

すけあい活動の中止や延滞がある」について

も、地域コミュニティの衰退と同様の傾向が

みられ、回答の 5割強（思う、まあ思う）が地

域のたすけあい活動の中止や延滞があるとし

ている（図 31）。また、たすけあい活動の中止

や延滞、地域コミュニティの衰退について、6

割強（思う、まあ思う）がたすけあい活動が低

下していると回答している（図 32）。地域福祉

活動の根底の部分であることから、継続的な

地域へのアプローチとその活動低下への対応
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策が必要と思われる。 

 一方、支援者側の状況を見ると、「活動休止

による社協の費用負担」は、あまり発生してい

ない（図 33）。むしろその費用を地域福祉活動

にどのように利用、活用していくかが重要で

ある。 

「民生委員・児童委員活動への支障」は、訪

問活動ができないことで「活動に支障がある」

が 4割強（思う、まあ思う）である（図 34）。

地域福祉の要とされる民生委員・児童委員活

動が行いやすい環境の整備、感染対策の広報

などが早急に必要と思われる。また、コロナ禍

における「緊急小口資金の特例貸付への対応」

（図 35）に支障が出ているとの回答も３割弱

（思う、まあ思う）あった（図 35）。 

 

２ 地域福祉活動に参加できない人への対応 

電話による個別相談を何らかの形で「実施

している」との回答は 82社協（図 16）、電話

による安否確認が「何らかの形で実施されて

いる」との回答は 70社協（図 17）であり、電

話等を積極的に活用した見守り体制の構築を

進め、外出できないことを前提とした「たすけ

あい」の仕組みづくりが始まっている。 

一方、ＳＮＳによる安否確認を「何らかの形

で実施されている」との回答は2社協（2.4％）

のみであった。ＳＮＳを活用した見守りも今

後拡充していく必要があると思われるが、利

用する高齢者等への技術的な支援やコストの

面でもまだハードルが高い状況がみえる。 

一方、定期的な通院等を支援する移送・送迎

サービスは 55社協で「何らかの形で実施」し

ている。また、住民等からの要請や社協の判断

による必要に応じた訪問について、「何らかの

形で実施されている」は 94社協（図 18）、弁

当・食事の配布を「何らかの形で実施している」

は 64社協で実施し、直接的な安否確認につな

げている（図 19）。 

手作りマスクの配布を「何らかの形で実施

している」は 54社協（図 21）、物資の援助を

「何らかの形で実施している」は 66社協であ

った（図 23）。感染症対策や災害対策としてマ

スク、消毒用品、体温計などの準備状況につい

て「何らかの形で実施している」は 76社協で

あった（図 24）。 

それぞれの市町村社協において、対面での

地域福祉活動に参加できなくなった住民が生

活意欲を喪失しないよう、必要に応じた訪問

をはじめ、電話による個別相談や安否確認、弁

当・食事の配布、買い物代行、手作りマスクや

衛生用品の配布による情報提供などの支援活

動を続け、心身の状況悪化の防止に努めてい

る現状が明らかとなった。 

 

３ 社協活動への公的支援 

「マスク等の衛生用品の必要性」について

は 8割が必要（図 36）、「安全面のガイドライ

ンや活動マニュアルの作成支援の必要性」に

ついては 9割弱が必要と回答（図 37）してい

る。また、「行政等からの新型コロナウイルス

感染症に関する素早い情報提供の必要性」に

ついては、ほぼすべての社協が必要と回答（図

38）、「Webを利用した交流の仕組みを構築する

ためのシステム構築やパソコンの購入費用の

支援」も7割強が必要と回答している（図39）。 

この点は、調査時期が緊急事態宣言後、全国

的にマスク不足が生じている時期であったこ

とが影響していると考えられる。また一方で、

不要不急を求められた時の情報伝達の仕組み、

地域福祉活動に必要な物品の見直し、必要な

物品の計画的備蓄、災害への対応を含めた行

政等との情報伝達システムの確立、Webを利用

した会議や研修システムの構築やハード面の

整備など、今後に向けて解決構築すべき課題

が明らかとなっている。 

また、新型コロナウイルス感染症対策のた

めの事務運営費や人的体制の補助も求めら

れ、事務運営費について 6割強が不足（図

40）と回答しているが、、地域福祉活動コー

ディネーターの人的配置や事務費の不足等
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は、コロナ禍で生じたものと慢性的なものと

を分けて考える必要があり、さらに精査が必

要であろう。なお、新たに発生したWeb 環境

の構築等に関しては上乗せの補助金として交

付が検討されることが望まれる。 

さらには、今後の更なる災害に備えるため

の、災害ボランティアセンター運営の仕組み

の見直しも 9割弱が必要としている（図 42）。

コロナ禍での社協活動の進め方に基づき従来

までの（災害）ボランティアセンターの運営方

法を見直し、今日の感染症対策にも対応でき

る新たな仕組みの構築が必要である。 

 

４ 市町村人口による差異の状況 

地域福祉活動の状況を見ると「ふれあい・い

きいきサロン活動」、「移送・送迎サービス」、

「地区民生児童委員協議会の開催」において

は、小規模な市町村が大規模な市町村に比べ、

活動が継続されている状況が確認できた。こ

れは、小規模であるが故に地域内における福

祉活動の状況が把握しやすく、また連絡調整

しやすいことが要因として考えられる。反対

に大規模市町村の課題としては、地域の活動

状況をできるだけ早く確認できる仕組みの構

築があげられる。さらに「地域の活動者、支援

者の活動自粛によるたすけあいの活動が低下

してきている」について、大規模な市町村が小

規模な市町村に比べ孤立を懸念する意見が多

いことからも、地域の状況把握や伝達の仕組

みづくりが急がれる。 

「緊急小口資金の特例貸付への対応に支障

が出ている」については、小規模な市町村に比

べ、大規模な市町村が孤立を懸念する意見が

多い。これはコロナ禍において、大規模市町村

の方が大きく影響を受けた業種・職種が多く、

経済活動の停滞によるものと考えられ、大規

模な市町村ほど、よりきめ細かく住民の生活

実態を把握する必要が生じている。「母子家

庭・父子家庭の孤立」、「家庭内の口げんか・Ｄ

Ｖの被害」についても、大規模な市町村の方が

小規模な市町村に比べ、より懸念されている

状況が確認できた。大規模な市町村ほどコロ

ナの影響を受けているのは、近所付き合いの

薄さ等も影響していると考えられる。 

 

Ⅶ．結論 

１ 「自助」「共助」「公助」のバランスの変化 

これからの地域福祉のあり方に関する研究

会（2008）の「地域における新たな支え合いを

求めて―住民と行政の協働による新しい福祉

―」で示された、「自助」「共助」「公助」の枠

組みで捉えるなら、コロナ禍における緊急事

態宣言下では、地域のつながりや助け合いに

基づく「共助」が縮小せざるを得ず、国などの

行政による「公助」と、各世帯単位あるいは個

人単位の「自助」の役割が瞬間的に高まってい

る状況になっている。「公助」に関しては、国・

県・市町村行政の財政状況を勘案すると、現状

を長期的に継続することは難しいと思われる

ため、市町村社協が「新しい生活様式」のもと

で適切な感染症対策を講じながら、「共助」を

今後どのように再稼働させていくかがポイン

トになる。また「自助」の比重が高まることで、

家族の中で DV や虐待等の問題が増加してい

ることも懸念され、行政や関係機関とも連携

して、それらをどのように把握していくかも

重要である。 

 

２ 住民ニーズの拡大 

コロナ禍においては、災害時と同様、これま

での福祉の支援対象範囲が拡大しており、本

来であれば新たなニーズ調査が必要な場面で

ある。社協や福祉関係者は、新たなニーズが発

生していることに十分に配慮する必要がある。

特に低所得から生じる問題は加速し、これら

は国の各種支援策が終了した後も、長期化す

ることが予想される。例えば、緊急小口資金特

例貸付の窓口において、住民の生活状況の把

握が可能と思われるが、その際の生活上の困

りごとまで耳を傾けられるノウハウやマンパ
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ワーを持ち合わせているかどうかが問われて

いる。また、地域住民が関わるふれあいサロン

等が大きな影響を受けているため、地域包括

支援センターと連携するなど、サロン休止地

区の地域の高齢者の状況を把握し、介護保険

対象外の住民にもケースによっては一時的に

介護予防サービスや配食サービスの利用等の

検討も必要になると考えられる。 

 

３ 社協事業の見直しと再編 

北東北３県においては、緊急事態宣言下で

も、住民の衣食住に関わる必要性の高い個別

支援は大きく影響を受けておらず、継続され

ていることが確認できた。コロナ禍によって

ダメージを受けているのは、住民間のコミュ

ニケーションやつながり、助け合いを目的と

した「集合型事業」であった。しかも、対象者

はＳＮＳなどの新しいコミュニケーションツ

ールに馴染みにくい高齢者等である場合が多

い。 社協には、これまで判然と踏襲されてき

たイベントや集合型事業等の必要性を改めて

検証し、地域住民にとって真に必要な支援に

注力していくための事業再編が問われている。

その事業再編には、①住民の生活に不可欠な

事業や安否確認の体制については「集合型」か

ら「訪問型」へ、支援状況によっては「インフ

ォーマル」から「フォーマル」への一時的な対

応移行。②イベント型で行ってきた事業等の

必要性の検証。③リモート型あるいは感染対

策に配慮した集合型事業の可能性と継続性の

検証などが挙げられる。 

 

Ⅷ．おわりに 

コロナ禍においても創意工夫し、「居場所づ

くり、住民が集まって行う助け合い活動、訪問

して対面で行う活動」を続けているところも

ある。今回の調査において、「コロナ禍におけ

る貴社協の取組みや成果があったと思われる

事業等」において、29 市町村社協から取り組

みの紹介をいただいている。 

例えば、青森県田子町社協では「コロナに負

けるな絵はがき配布事業」を行い、学童利用児

童が絵はがき（ぬり絵）を書き高齢者へ配布す

る活動を、同県おいらせ町社協では「不要なマ

スクを役立てるマスクプロジェクト」を実施

し、家庭にある未使用マスクを障害者サロン

や高齢者（独居）サロンの参加者へ必要な枚数

を届けている。 

岩手県奥州市社協では「コロナ禍における

小地域活動（見守り、サロン、セーフティネッ

ト会議）継続のためのテキスト～地域のみん

なで「ゆるやかに」つながろう～小地域ネット

ワークのすすめ」を作成し、地域福祉活動者の

活動指針として発刊している。同県大船渡市

社協では「ひとり親世帯への食事支援」として、

自立相談支援及び生活福祉資金への相談や利

用があった、ひとり親世帯の支援と経済的な

ダメージが大きい飲食業を支えることを目的

に、新型コロナウイルス感染拡大の影響を比

較的受けにくい業種とタイアップして、月１

回弁当を中心とした食事支援を行っている。

福祉課題への企業側の理解、地域貢献の促進

が成果として見えている。 

秋田県横手市では、「広報社協だよりの臨時

号やいきいきサロン通信の臨時号などの発行」

により、地域活動者の声の紹介、感染予防の注

意喚起や生活福祉資金特例貸付の案内などを

行っている。同県藤里町社協では、これまで商

店等へ送迎していた買い物支援サービスを、

一時的に、送迎を休止し「買い物代行サービス」

として事業を継続実施している。 

それぞれの市町村で、対面による活動がで

きなくても参加者が心身機能を低下させない

よう、また生活意欲を喪失しないよう、電話に

よる訪問や個別の相談、弁当の配布、チラシに

よる情報提供などの支援活動を続けている。

コロナ禍に対応した地域福祉活動の展開につ

いて全国的に先進事例が出てきている。更に

情報共有を進めてその地域にあった取り組み

をしていくことが重要である。先の大船渡市
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社協で行われているコロナ禍において「影響

を比較的受けにくい業種」と「特に影響を受け

た地域の飲食店」とのコラボレーションによ

る福祉的支援等は新しい取組にとして拡大の

可能性があると思われる。 

また社協としては、事業の中止や見直しが

迫られたこの時期に、停止しても支障がない

事業と、停止すると住民の生活に大きく支障

が出る事業（配食サービスや移送サービス）等

の差が明らかになってきている。今一度、住民

のニーズに対して目的が薄くなった事業を判

然と継続している状況はなかったかなど、事

業の見直しを行うことも必要と思われる。コ

ロナ禍で、全体的に事業規模が縮小したこと

により、地域福祉に係るコストは一時的に減

少傾向にあり、浮いたコストを新たにどのよ

うな地域福祉事業の展開に振り向けるか、

個々の事業の必要性を検証し、スクラップ＆

ビルトを行う好機とも捉えることができるの

ではないだろうか。 
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